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[bookmark: _GoBack]【注意喚起】　編集委員会による投稿原稿の修正等について

埼玉昆虫談話会編集幹事一同

埼玉昆虫談話会の会誌「寄せ蛾記」に原稿を投稿いただく際は，投稿の指針（会誌の表紙裏か，当会ウェブサイトに掲載）を参照いただきますようお願い申し上げております．
また，本誌173号には「引用文献の表記についてのお願い」を示し，推奨する引用文献の書き方について紹介いたしました．なお，このお願いは当会のウェブサイトにも掲載しております．
前述の「投稿の指針」および「引用文献の表記についてのお願い」に沿って作成された原稿については，投稿いただいた体裁等を基本として掲載するようにつとめております．
しかし，原稿の中には，内容について著者に確認したり，体裁などを修正したりする必要のあるものもございます．これまで，原稿の修正については，編集委員会の裁量で行ってまいりましたが，その線引きが不明瞭な部分もありましたので，この場をお借りして，方針をお示しいたします．
以下のとおり，編集委員会側で原稿の修正を行う等があることを充分にご承知の上，ご投稿いただきますようお願いいたします．なお，この処置は本誌を読みやすく，またケアレスミス等に対する外部からの指摘を未然に防ぐためのものですので，投稿される皆様にはご理解頂きますよう宜しくお願いいたします．

【原稿の修正等】
1． 編集委員会の権限で，誤字脱字，漢字仮名遣い，引用文献の体裁，英数字やカッコの全角半角を修正する場合がある．特に引用文献は，既出の「引用文献の表記についてのお願い」に合わせることがある．
2． 上記1.のように報文の「内容」にかかわらない事項（体裁等）の修正については，原則，修正した旨を著者には連絡せず，修正後の原稿の確認も著者に求めない．
3． 報文の「内容」にかかわる事項に明らかな間違いや著者に確認を要する部分が見つかった場合，原稿の投稿窓口である編集委員長から著者に対して連絡する．その際に，修正案を提示する場合がある．
4． 上記3.に対して，明らかな間違いの修正に応じない，あるいは求める確認事項に関して論理的な回答（反論を含む．）が得られない場合は，原稿の受付を拒否する場合がある．
5． 投稿原稿を確認した時点で明らかな間違いが見つかった場合，または内容が不完全な問題のある原稿であることが判明した場合，受付せずに著者に即時修正を求める．修正がなされない場合は，受付を拒否する．
6． 手書き原稿については，提出された時点で体裁や修正の全てを編集委員会に一任したものとみなす．
【原稿の確認作業の流れ】
1． 原稿の受信を確認した時点で受付の旨を著者に連絡する．なお，編集委員長が投稿アドレスを確認できるのは概ね週末のみであり，投稿いただいてから受付の連絡まで2週間ほどを要する場合もある．
2． 郵送原稿については，受付の連絡はしない．
3． 受付原稿は編集幹事全員で内容の確認と体裁等の修正を行う．
4． 内容面について著者に確認が必要な場合は連絡する．体裁などの修正をし，一次校正とする．
5． 原稿が会誌発行頁数に達し，編集完了時点で，編集幹事と会長により内容を確認し二次校正とする．

なお，引用文献の書き方を含め修正の方針に関してご意見をいただくこともありますが，より細やかな対応の実現には編集体制の大幅な見直しが必須となり，現状は人員面を含め大変逼迫しております．以上について，充分ご理解いただきますよう，どうぞよろしくお願いいたします．　　　　　　　　　　（終）
